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介護職員等処遇改善加算 

 

 介護職員等処遇改善加算（以下「処遇改善加算」という。）は、介護職員等の賃金を改

善するとともに、キャリアパス要件や職場環境要件を整備することにより、介護職員等の

キャリアアップや定着を図ることを目的とした制度です。 

 各事業者においては、各年度に発出される「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」、その他の通知を御確認の上、算定

する加算の区分に応じた体制を整備し、介護職員等の処遇改善に努めてください。  

 以下に、令和８年度における介護職員等処遇改善計画書の提出時期、現在厚生労働省に

おいて公表されている改正案、これまでの指導事例等を掲載しますので御確認ください。  

 

１ 令和８年度の処遇改善計画書の提出期限及び改正案の概要 

  令和８年度の処遇改善計画書の提出期限については、令和８年２月１０日付け「令和

８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」

において次のとおり示されました。 

  今後、厚生労働省から通知及び様式等が発出され次第、本市ホームページにて掲載し

ますので御確認ください。  

 ※制度改正に伴い、令和８年度の計画書は令和７年度の様式とは異なる予定であるた

め、作成する際は、必ず新しい様式での御提出をお願いいたします。 

 ⑴ 提出期限  

区   分  提出期限  

１  

令和８年４月及び５月分を申請する事業者  令和８年４月１５日（水）  

※令和８年６月に処遇改善加算が新設されるサービス（訪問看護、訪問リハビリテー

ション、居宅介護支援、介護予防支援等）の介護サービス事業所（以下「加算新設事

業所」という。）に係る処遇改善計画についてもあわせて提出する。  

２  

令和８年４月及び５月分は申請しない事業者

が、令和８年６月以降に処遇改善加算を申請す

る場合  

令和８年６月１５日（月）  

※加算新設事業所のみが所属する事業者など。  

 ⑵ 令和８年度の改正案の概要 

   現在、厚生労働省の社会保障審議会（介護給付費分科会）において示されている、

令和８年度の改正案の概要を掲載します。  

 （概要）  

  ・介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円（3.3％）の賃上げ

を実現する措置を実施する。 

  ・生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月 0.7 万円（2.4％）

の上乗せ措置を実施する。 

  ※合計で、介護職員について最大月 1.9 万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給 0.2 万円
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込み）が実現する措置。 

  ・上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員の

みから介護従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対

する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪

問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算

を設ける。 
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２ 介護職員等処遇改善加算に関する留意点及び指導事項 

 

 ⑴ 賃金改善を行う賃金項目及び方法 

   取得を予定している処遇改善加算に対し、計画書に記載されている「賃金改善を行

う給与の種類」「賃金改善に関する規定内容」と実態があっていない事案が多く散見

されました。  

   また、「賃金改善に関する規定内容」について、就業規則や賃金規定等に明記され

ていない事案もありました。  

・計画書を提出される際には、計画書の確認及び就業規則や賃金規定等の見直

し、計画の内容が規定されていることを確認の上、提出してください。  

 ⑵ 処遇改善加算の対象とならない従業者 

  ア 処遇改善加算の実績報告において、併設の有料老人ホームと兼務する職員の賃金

及び常勤換算職員数が案分されていなかった。 

・処遇改善加算は介護保険法の指定を受けた事業所等に従事する介護職員等に対

し、処遇改善を行う場合に限り算定できるものですので、有料老人ホームの業

務に従事する職員は、処遇改善加算によるところの賃金改善対象ではありませ

ん（法人独自で改善は可）。  

・訪問介護事業所と有料老人ホームを兼務している職員について、処遇改善加算

の計画書や実績報告書を作成する際には、賃金及び常勤換算職員数を勤務時間

等により案分し、介護保険の事業所分のみを計上してください。  

  イ 法人役員を賃金改善対象職員に入れていた。  

・処遇改善加算は、「役員報酬」を改善するものではないことから、法人役員を賃

金改善対象職員とすることはできません。  

・当該役員が介護職員等として、「賃金」が支給されている場合は、当該賃金の改

善分として賃金改善対象職員とすることは可能です。  

 なお、その場合については、介護職員等として勤務した時間を勤務形態一覧表

に必ず入れるようにしてください。  

 ⑶ キャリアパス要件 

   事業所ごとに算定する加算区分に応じたキャリアパス要件について、就業規則等に

定め、必ず介護職員等に周知してください。 

  ア キャリアパス要件Ⅰ 

   (ｱ)  介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。  

   (ｲ)  (ｱ)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。  

   (ｳ)  (ｱ)、(ｲ) について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護

職員に周知している。  

・就業規則、賃金規定等に、職位、職責又は職務内容等、それらに応じた賃金体
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系が明確でない事例が受けられますので、明確に規定してください。  

・職位は「仕事上の地位」であって、原則、職種ではありません。  

 職位の定めを配置基準上の職種として定めている事案がありました。（例えば、

通所介護の場合、「管理者」「介護職員」「生活相談員」しか定めていない等）  

 具体的に、「介護職員（主任）」「介護職員（中級）」「介護職員（初級）」等、介

護職員として２段階以上の職位を定めてください。  

 

 （参考）「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について（令和７年度分）」より抜粋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ キャリアパス要件Ⅱ 

   (ｱ)  介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の

目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を

確保している。  

    ➀ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施する

とともに、介護職員の能力評価を行う。 

    ② 資格取得のための支援の実施 
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   (ｲ)  (ｱ) について、全ての介護職員に周知している。  

・①を適用している場合において、「介護職員の能力評価」の記録が確認できない

例が見受けられました。必ず能力評価を実施し、記録してください。  

 

 

  ウ キャリアパス要件Ⅲ 

   (ｱ) 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基

準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。  

    ➀ 経験に応じて昇給する仕組み 

    ② 資格等に応じて昇給する仕組み 

    ③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

   (ｲ) (ｱ)について、全ての介護職員に周知している。  

・②を適用している場合において、「介護福祉士」として採用された職員が、さら

に昇給できる仕組みとなっていない事例が見受けられました。介護福祉士であ

る場合は、一律の定額ではなく、さらに昇給できる仕組みとしてください。（他

の資格による手当との併給も可。）  

・③を適用している場合において、客観的な評価基準が定められていない事例が

見受けられました。必ず客観的な評価基準を明文化し、介護職員等に周知して

ください。  

・③を適用している場合において、評価が行われていない事例が見受けられまし

た。必ず評価を実施した上で、昇給の判定基準に使用してください。  

 ⑷ 処遇改善加算に係る改善内容の周知 

   処遇改善加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等

について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員

に周知することが算定要件の一つとなっています。 

   また、介護職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する質問があった場合は、当

該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する

ことが必要です。 

   賃金改善を行う方法やキャリアパス要件の内容等を職員に周知していない、または

周知したがそれらの記録がなかったとの事例が散見されます。  

   処遇改善加算は職員の賃金等に係る加算でもあることから、事業所と職員側とのト

ラブルに発展することも少なくありません。  

   例えば、会議において周知をした際には、周知をした旨、周知した資料等について

議事録に記載する等、必ず周知を行ったことについて記録してください。  

   繰り返しにはなりますが、今一度、事業所として周知等の体制の整備をよろしくお

願いいたします。  
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（担当）  

 旭川市福祉保険部指導監査課介護担当  

 電話：０１６６－２５－９８４９  

 Ｅメール：shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp 


